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• (公財) WWFジャ パン 専門ディ レク タ ー(環境・ エネルギー)

• 昭和女子大学大学院 福祉社会・ 経営研究科 福祉共創マネジメ ント 専攻 客員教授

• (株)東邦銀行 社外取締役

博士(公共政策学・ 法政大2018)。 米ハーバード 大院修士課程修了(2005)。 気象予報士(1997)

【 略歴】

中部日本放送アナウンサー等を経て、 2005年から 国際NGOのWWFジャ パン勤務。

2017年から 大学教員兼職、 2022年から 東邦銀行社外取締役。

国連の気候変動に関するCOP会議に2005年から 参画、 「 パリ 協定」 の成立に尽力。 国内外の環境エネルギー政策に高度な
専門知見を持ち、 企業経営層へのサステナビリ ティ 経営に関するアド バイ ス経験豊富。 環境省中央環境審議会委員など公
職多数。

【 主な著書と 論文】
『 気候変動政策をメ ディ ア議題に』 著 (ミ ネルヴァ 書房2022)

『 地球温暖化を解決し たい エネルギーをどう 選ぶ？』 著 (岩波書店2021)

『 Routledge Handbook of Environmental Journalism, Part IV: Environmental Coverage in Asia and Australia; 25. The Status and Future of
Environmental Journalism in Japan』 共著 2020

『 地球温暖化は解決できるのか～パリ 協定から 未来へ！～』 著 (岩波書店2016)

⼩⻄ 雅⼦

🄫WWF Japan



環境表示ガイドライン
令和8年3月版

https://www.env.go.jp/content/000390026.pdf

※本資料のスライド資料の出典は、すべて「環境表示ガイドライン」令和8年3月版 3



• 本ガイドラインは、主に自己宣言により
環境表示を行う事業者及び事業者団体が
対象

• 本ガイドラインの対象となる「事業者
等」とは、製造事業者、輸入事業者、販
売事業者及びその事業者団体

• 行政機関や公益法人、NPO等の第三者機
関等が運営する環境表示（たとえば森林
認証制度の一つであるFSCや、水産物につ
いてのMSC認証制度など）

対象と適応範囲

※本資料のスライド資料の出典「環境表示ガイドライン」令和8年3月版
赤字の強調、および緑の枠に囲まれた表示は、筆者コメント 4



注目点：商品PRだけでなく「イメージ広告」も対象に！

• これまでは、個別の商品やサービス
を販売するための商品PR が対象と考
えられがち

• 今回の改定では、取引に直接関係が
ない「企業姿勢」や「事業活動全般」を
示すイメージ広告も対象に含まれるこ
とを強調

• 「○○は、地球環境の保全に貢献して
います」といったブランドイメージの
メッセージであっても、事実に基づい
た適切な説明が求められる

※本資料のスライド資料の出典「環境表示ガイドライン」令和8年3月版
赤字の強調、および緑の枠に囲まれた表示は、筆者小西コメント
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具体例

出典「環境表示ガイドライン」令和8年3月版
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国際規格への準拠

• 本ガイドラインは、各事業者及び団体等の自主性を尊重すること
を原則としていますが、環境対策技術・製品等の国内外への普
及を進めるためには、環境表示に関しても、必然的に国際規格
に準拠することが求められることになります。

• 欧州等ではグリーン・ウォッシュに対する目が厳しくなってきてお
り、欧米では巨額の制裁金や、消費者団体等による集団訴訟に
発展するケースが増えており、日本国内でも 2022 年に景品表
示法に基づく措置命令が行われています。

• このような中、日本の優れた環境技術や環境配慮製品の国際競
争力を維持するとともに、我が国の企業が萎縮することなく、環
境に配慮した製品・サービスや取組を国内外に訴求し、グリーン
な経済システムの構築に資するよう本ガイドラインに示された適
切な環境表示を推進することが必要

• 環境表示に関する国際規格（ISO/JIS Q 14020 シリーズ）への準
拠を基本的な考え方として示しています

出典「環境表示ガイドライン」令和8年3月版

注目点：
別冊：参考情報
に詳しく世界のグ
リーンウオッシュ
に関する情報が
掲載！しかも今
後もアップデート
されていく！

https://www.env.go.jp/
content/000389907.pdf
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本ガイドラインで定める５つの基本項目
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1．あいまいな表現や環境主張は行わないこと

• 客観的、具体的、定量的な表現であることを求めている

• 注意すべき表現を挙げ、「あいまいな表現や環境主張は行わないか、行う場合は単独では行わず、
必ず合理的な説明文を付けることが求められます」としている

• 「持続可能」「サステナブル」などの表現を、商品やブランド、企業姿勢などの説明に使用している企
業は、具体的にどのような点が「サステナブル」なのか示すことが必要に
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注目点：カーボン・オフセットは
「自ら排出削減を行わないことの

正当化に利用されるべきではない」

CFP
・「カーボンフットプリント表示ガイド（2025年2月、環境省・経済産業省）」
・ISO14067

カーボン・オフセット
・「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）－第4版－
（2024年3月6日、環境省）」
・「カーボン・オフセット ガイドライン Ver.3.0（2024年3月6日、環境省）」
・ISO14068-1

• 「カーボンフットプリント（CFP）に関する主張」と「カーボン・
オフセットに関する主張」の項目も追加

• 該当するISO規格に加え、環境省や経済産業省のガイドラ
インに準拠するよう求め、各ガイドラインを引用して説明

• オフセットは、GHG排出量の把握・削減の努力をした上で、
どうしても削減できない分について埋め合わせる手段であ
ることが明記

注目点：カーボン・オフセットに関する
国際動向も紹介されている！

カーボン・オフセットに関する主張
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国際的には、短中期目標のオフセットは要注意

出典：別冊：参考情報https://www.env.go.jp/content/000389907.pdf

国際的には、短中期の削減目標には、
カーボンクレジットによるオフセット（相
殺）は、グリーンウオッシュを見なされる

• 国連ノネットゼロ宣言に関するハイ
レベル専門家グループによる指針
「Integrity Matters(インテグリティの
重要性）」

• 欧州委員会の「不公正取引慣行指
令」の改正

クレジットによるオフセットは
要注意
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• 環境表示は、“説明責任”が求められるように

• サステナビリティ経営の推進にあたって、企業には「どのように正確に伝えるか」
が重要に

• 環境表示は企業の信頼性を左右する重要な経営要素に

2．環境主張の内容に説明文を付けること
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具体例があってわかりやすい！
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注目点：マスバランス方式に
は正確で丁寧な説明を

• 「マスバランス方式」とは、特性の異なる原
料を混合して製造する際、ある特性を持つ
原料の投入量に応じて、生産物の一部にそ
の特性を割り当てる手法」についても触れら
れた

• 国内では、特に鉄鋼製品におけるマスバラ
ンス方式を使った製品にご注意

• 生活者に直感的に伝わりにくいため、環境
表示には丁寧な説明が必要

マスバランス方式について

14



3．製品のライフサイクル全体を考慮すること

• 「トレードオフが確認された場合は、そ
の事実も隠さず表示する、あるいは
軽減対策を講じることが求められる」

• 例として、「リサイクル材料含有率が
高いことだけを強調し、人の健康や環
境に深刻な影響を与える有害化学物
質を多く使用していることを隠す」

注目点：
ライフサイクルで見る

都合の良い部分だけを
主張してはいけない！
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4．環境主張の検証に必要なデータ及び評価方法が提供可能で、
情報にアクセスが可能であること

製品上に表示できない
場合でも、客観的、具体
的、定量的な根拠データ
を開示する必要がある
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5．製品または工程における比較主張はLCA評価、数値等によ
り適切になされていること

独自の算定方法ではなく、公的な算定手法に従って、定量的
な評価を根拠とすること
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国際的なグリーンウォッシュを防ぐ規制等について
別冊でアップデートされていく！

別冊：参考情報https://www.env.go.jp/content/000389907.pdf

• 世界各国でグリーンウォッシュを防ぐためのガイドラ
インが整備・強化。

– 2017年に国連環境計画（UNEP）が「製品の持続可能性
情報提供に関するガイドライン（The Guidelines for
Providing Product Sustainability Information）」を公表

– 2024年に欧州委員会によって、「不公正取引慣行指令
(Unfair Commercial Practices Directive: UCPD、
2005/29/EC)」が改正され、不公正取引とみなされる取
引慣行に、環境主張に関する行為が追加。EU域内に製
品を出す場合は特に注意が必要

別冊の参考資料には、国際機関を含む海外のガイドラインや自主基準
の概要とリンク集が掲載された。
海外で環境主張を行う場合には、必ず該当国・地域の法律やガイドラ
インに準拠するよう呼びかけている。
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環境表示ガイドラインを活用しよう！（WWF視点から）

• 環境省は「出来るだけ可能な範囲で早い時期に、本ガイドラインに準拠した表
示に切り替えていただくことが望ましい」としている

• 本ガイドライン自体に法的拘束力はないとはいえ、新基準に抵触していれば、
グリーンウォッシュ企業との批判は避けられないだろう

• 企業は自社のコミュニケーションを速やかに点検しよう

• 特に国際展開する際には、日本より進んでいるグリーンウォッシュに関する規
制にさらに注意する必要がある

• 国際的にグリーンウォッシュに関する視線が厳しくなっており、関連するISO規
格の改訂作業の動向や、各国の規制のアップデートも注視していこう

• 本ガイドラインは、各国の動向をアップデートされていくことになっているので、
日本語で信頼性のある情報を得るツールとして活用しよう！

• Q&Aが充実している！活用しよう！
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